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第 ５ 期 事 業 報 告 書 

 

 

Ⅰ 事業期間 

  2017 年（平成 29 年）4 月 1 日～2018 年（平成 30 年）3 月 31 日 

 

 

Ⅱ 事業概況 

梅ヶ枝中央きずな基金は、2013 年（平成 25 年）10 月に「ひとり親家庭の子どもたち

に学びの支援を」を活動理念とする一般財団法人として設立し、当基金の理念の実現

に向け広報活動を意欲的に展開し、ひとりでも多くのひとり親家庭の子ども達に教育

の機会を与えるため活動を続け、平成２７年３月には大阪府より公益法人認定を受け、

平成２７年度より公益財団法人としての事業を開始した。 

内閣府の平成２６年版子ども・若者白書（全体版）第３節子どもの貧困によると、子

どもの相対的貧困率は１９９０年代半ば頃からおおむね上昇傾向にあり、平成２４

（2012）年には１６．３％となっている。子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は 1

１５．１％であり、そのうち、大人が１人の世帯の相対的貧困率が５４．６％と、大

人が２人以上いる世帯（１２．４％）に比べて非常に高い水準となっている。 

他方、日本財団が２０１５年１２月に公表した推計資料によれば、現状で放置してい

た場合と貧困世帯の子どもが、高等教育の機会を与えられた場合では、生涯所得で約

４３兆円、財政収入で約１６兆円差が生じるとのことで、年間約２兆８０００億円財

政上の負担が少なくなるとされている。 

また、最近発表された２０１８年版の世界長者番付によればアマゾンのＣＥＯが１千

億ドルを超えてトップとなり、ネット関連やＩＴ関連企業のトップが上位を独占し、

世界的にも経済格差はさらに拡大しつつある。 

貧困世帯の子どもたちに教育の機会を保障することは、日本の重要な成長戦略と言え

よう。 

当基金は「経済的に恵まれずに学ぶ機会を逸し、夢をあきらめ、貧しさのため十分に

学べず、大人になっても困窮する『貧困の連鎖』を断ち切るきっかけを作りたい」と

考え、「将来の自立に役立つ活動」を続けるとともに、基金の特徴である交流会を年２

回実施し、ともすれば孤立感のある保護者同士が悩みを共有し、子どもたちはお互い

に刺激を受ける場を提供している。 

 

  今年度の事業計画においては次のような基本方針を定めていた。 

 １．財源の充実 

現在、財団の運用については、一定の確保の目処ができているので、引き続き運用

に支障がないよう日常的に管理をすると共に、公益法人への移行に伴い、寄付金に

ついては税制上の優遇措置を受けられることになり、さらに基金の財政的基盤の拡

充のため、当基金の活動に対する支援者を精力的に募ります。 

また、支援者へは活動報告を行い、この輪が拡がることをめざします。 
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２．給付対象者へのサポート体制の確立 

今後の給付対象者へのサポートについては、継続的にひとりひとりの成長を支援

し、進学相談等に応じるなどの活動をすると共に、交流の場を設け、子ども達に夢

と希望を与えるような企画の検討を進め、支援体制の確立をめざします。 

そのために、基金の卒業生もサポーターとして参加するように呼びかけており、

将来は、卒業生を中心にした活動ができる体制作りをめざします。 

これらの事業計画に基づき、今年度は次のとおり事業を実施した。 

 

 

Ⅲ 事業活動 

１ 支援金の給付事業 

① 選考委員会における活動 

当基金の選考委員会は７名で構成されている（弁護士６名、新聞記者１名）。 

選考委員会は、代表理事とともに下記の通り会議を開催した。その他、選考委員会で

は、支援対象者からの質問等や、子どもの貧困に関連する事例について、日頃よりメ

ール等で情報を共有し、話し合いを続けている。 

 

  （但し、会議室とあるのは梅ヶ枝中央法律事務所内会議室を使用） 

開催日 開催場所 出席者 内  容 

4月 22日 会議室 代表理事 

選考委員２名 

支援金の使途について確認が必要であったり、交流会に参

加しない親子４組を呼び、個別面談を行った。 

9月 11日 会議室 代表理事 

選考委員３名 

８月３１日到着分までの申込みについて書類選考を実施。 

申込総数２２名のうち、８名を選抜し面談を行うこととし

た。 

9月 24日 

  28日 

会議室 代表理事 

選考委員２名 

書類選考合格者の面談を保護者同伴で実施。 

面談を行った８名全員を支援対象者に採用した。 

1月 9日 会議室 代表理事 

選考委員７名 

OB･OG６名 

基金の卒業生（現大学生）の中から６名が参加し、選考委

員と意見交換。今後の、支援や交流会等イベントについて

話し合った。 

3月 13日 会議室 代表理事 

選考委員６名 

２月２８日到着分までの申込みについて書類選考を実施。 

申込総数５６名のうち、１７名を選抜し面談を行うことと

した。 

3月 23日 会議室 代表理事 

選考委員７名 

書類選考合格者の面談を保護者同伴で実施 

面談を行った１７名全員を平成２９年度支援対象者に採

用した。 

 

② 支援対象者の選考に関する報告 

 【今期支援対象者】 

   平成２９年度、新たに採用した支援対象者は計１９名であり、その学年別内訳は下

記の通りである。 
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２９年度生 
通期生 半期生 採用 

合計 

更新 

人数 
合計 支出した支援金 

申込 採用 申込 採用 

中１ ８ １ ４ １ ２ ０ ２ 450,000 円 

中２ ３ ２ ３ １ ３ ３ ６ 1,650,000 円 

中３ ４ ３ ４ １ ４ ３ ７ 3,250,000 円 

高１ ４ １ ４ ２ ３ １０ １３ 3,600,000円 

高２ ４ １ ３ ３ ４ １１ １５ 4,050,000円 

高３ ４ ３ ３ ０ ３ １８ ２１ 9,420,000円 

合 計 ２７ １１ ２１ ８ １９ ４６ ６４ 22,420,000円 

 

前年度からの支援対象者とあわせて合計６４名を支援することとし、通期生のうち中

学３年生及び高校３年生には各人に対し年額５０万円を支給し、他の学年に対しては

年額３０万円の支援金を支給した。また、半期生には各学年支援金の半額を支給した。 

なお、高校３年生のうち２名が文化・スポーツ活動等に対する支援であるため、同２

名には各３０万円を給付している。 

【卒業】 

平成３０年３月、今年度支援対象者６４名のうち２０名が高等学校を卒業した。進学

先は、京都教育大学、大阪市立大学、立命館大学、関西学院大学、佛教大学、大谷大

学、奈良大学等である。今回は、国公立入学を目指して浪人することを選んだ者も複

数いる。 

 【新規採用】 

平成３０年度通期生の申込について書類審査及び面接審査をした結果、新たに１７名

を採用することとし、各人に支援金を給付した。 

 

 
２９年度生 ３０年度通期生 

合計 支援金 
既存者 更新 申込 採用 

中１ ０ ０ １ ０ ０ 0円 

中２ ２ ２ ２ ２ ４ 1,200,000 円 

中３ ６ ６ １１ １ ７ 3,500,000 円 

高１ ７ ７ １４ ４ １１ 3,300,000 円 

高２ １４ １１ ６ ３ １４ 4,200,000 円 

高３ １５ １５ ２２ ７ ２２ 10,600,000 円 

合 計 ４４ ４１ ５６ １７ ５８ 22,800,000円 

         ※高校３年生のうち２名がスポーツ・文化活動への支援のため３０万円支援した 

【更新手続】 

当基金では、次年度の支援対象者を採用するとともに、既存の支援対象者４４名のう

ち４１名からの更新手続申込を受け、更新申込書類の審査等手続きを行った。更新手

続きは、支援対象者から更新申込書、使途を記載した支払報告書、領収証原本、成績

証明書、所得証明書の提出受け（２月末日提出締切）、ひとりひとりについて、それ

らの提出書類を審査している。 

なお、今年度、更新手続を辞退した者が３名いる。その辞退理由は、①不登校となっ

た高校２年生、通塾よりまずは高校に通うことを目指すという者 ②大阪府立大学工

業高等専門学校に進学し大学に行く予定が無くなり通塾もしないという者 ③更新
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書類の提出やその他当基金との連絡が途切れてしまった者である。 

今回の更新審査の結果、更新申込者４１名全員の更新を承認し、平成２９年３月末日

に平成３０年度の支援金を給付した。 

但し、新高校１年生には、その支援金を１年生時の塾代に使用するか大学入学時まで

給付を保留するかを選択できるシステムを導入しているところ、今回は２名が保留す

ることを選択したため、基金では合計金６０万円の支援金を未払金として計上してい

る。 

 

③ 支援金の給付対象となった者への支援、補導事業 

当基金では、今年度も２回の交流会を実施した。 

この交流会は、社会的に孤立しがちなひとり親家庭で同様の環境下にある保護者同士

に、対話と交流を深めもらい、子供たち同士も交遊の輪を拡げることを目的に、ゲス

トスピーカーの講話と食事会を提供している。 

なお、今年度も引き続き、既に高等学校を卒業した元支援対象者の有志がサポーター

として交流会に参加し、受付業務、自身の近況報告の発表や、現支援対象者との対話

を行っている。身近なＯＢ，ＯＧの激励や体験談は子ども達にとても良い影響を与え

ているようであり、今後も継続してサポーターとして参加を要請する予定である。 

 

 参加者 ゲスト 開催内容 

第７回交流会 

 

７月２６日 

大阪工業大学梅田キャン

パス 

本人３９名 

保護者４１名 

卒業生８名 

代表理事、理事５名、

評議員１名、選考委員

６名、事務局１名 

大阪工業大学工学部 

鳥居隆教授 

「宇宙、地球、生命の探求」をテーマに、

子ども達にわかりやすく宇宙の謎につ

いて講義。 

大学の講堂で講義を受けるという実体

験により、各人の大学進学への気持ちを

新たにしてもらった。 

キャンプ（中止） 

 

９月１６日～１７日 

奥水間アスレチックスポ

ーツ／貝塚市 

本人１１名 

卒業生４名 

代表理事 

評議員１名 

選考委員６名 

 当日、大型台風が接近したため、前日に

中止を決定 

コンサートに招待 

 

１０月７日 

ザ・フェニックスホール 

 

本人５名 

保護者５名 

卒業生２名 

代表理事、理事１名 

評議員３名 

 第５回交流会のゲストも務めた下垣真

希さんのコンサートに、希望者を招待し

た。 

第８回交流会 

 

３月２６日 

大阪工業大学梅田キャン

パス 

本人５２名 

保護者５３名 

代表理事、理事２名、

評議員１名、選考委員

６名、卒業生１２名、

事務局１名 

孫崎紀子さん 孫崎さんの著書「かぐや姫誕生の謎」を

題材に、竹取物語とペルシャの結びつき

や、竹取物語は誰が書いたものなのかな

どお話し頂いた。 

その後、最上階のレストランにおいて立

食スタイルの食事会を行い、高校３年生

中学３年生の卒業・進学をお祝いした。 
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台風の影響で急遽中止となったキャンプについては、平成３０年６月に再度参加者を募り

実施する予定をしている。 

 

④ 広報活動 

（１）パンフレットの作成及び配布 

   平成２９年９月２０日、基金のパンフレットを、大阪府の各市町村奨学金担当課長

（４３カ所）宛に郵送するとともに、これまで申込をしてきたことのある公立の高

等学校９７校、公立中学校７２校に郵送した。 

（２）ホームページの充実 

   閲覧者に深く興味をもってもらうホームページを目指し、随時活動報告を掲載でき

るシステムを構築し、更新頻度をあげるよう務めている。  

（３）公益財団法人助成財団センターのデータベースに登録 

   助成・表彰・奨学等の事業を行う助財団等を探すことができる日本唯一のデータベ

ースシステムに登録を行っている。 

（４）取材申込・新聞等への掲載依頼に対しては個別に対応し、また、交流会開催時には

基金側から取材依頼を行っている。 

 

 

Ⅳ 寄付金の受入 

  今期に受領した寄付金は７０件で合計金 22,855,796 円となっており、その内訳は、 

法人１６件金 5,855,796 円、個人５４件金 17,000,000 円である。 

なお、法人の合計には、一般財団法人Ｈ２Ｏサンタからの金 15,796円も含まれている。

このＨ２Ｏサンタは、阪急うめだ本店内にチャリティーガイドコーナーを設置し、様々

な社会貢献団体を紹介している。当基金もここで紹介をしていただき、寄付金の一部

を受け取っている。 

また、個人の合計には、当基金の代表理事が平成２９年１０月及び平成３０年３月に

寄付した合計 10,000,000 円も含まれている。 

 

 

Ⅴ 管理部門 

１ 役員等に関する事項 

（１）評議員 

① 評議員の変更 

  今年度、評議員の変更はない。 

 

② 評議員の就任状況（１３名 全員非常勤）         平成３０年３月３１日現在 

氏名 現職等 

岩本 朗 弁護士 

岩田 和久 弁護士 

木村 恭次 株式会社光 副会長 

下村 朱美 株式会社ミス・パリ 代表取締役 

永井 正美 社会福祉法人慶生会 理事長 

中塚久美子 株式会社朝日新聞社大阪本社 生活文化部記者 

平野 哲司 株式会社リーガル不動産 代表取締役 
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藤尾 政弘 株式会社フジオフードシステム 代表取締役 

藤木 浩子 交野開発株式会社 代表取締役 

藤田 國廣 株式会社メタルドゥ 相談役 

松田 喜成 株式会社聖 代表取締役 

山田  弘 株式会社マルシゲ 代表取締役 

山田みづほ  

 

（２）役員 

① 理事・監事の変更 

  今年度、理事の変更はない。 

 

② 役員の就任状況（１０名 全員非常勤）          平成３０年３月３１日現在 

 氏名 現職等 

理事 井植  敏 塩屋土地株式会社 取締役相談役 

理事 沖津 嘉昭 岩井コスモホールディングス株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 

理事 河内鏡太郎 武庫川女子大学 教授 

理事 神原 文子 神戸学院大学 教授 

理事 久禮 哲郎 学校法人常翔学園 理事長 

理事 鈴木 康夫 株式会社 Bizits パートナーズ 代表取締役社長 

理事 二宮 誠行 弁護士 

理事 服部 盛隆 株式会社池田泉州銀行 特別顧問 

理事 平野 博文 衆議員議員 

理事 山田 庸男 弁護士 

監事 親泊 伸明 日本経営ウィル税理士法人 会長 

 

２ 評議員会・理事会等 

理事会 

     日 時  平成２９年５月２２日 18:00～18:30 

     場 所  帝国ホテル大阪 

     出席者  理事８名、監事１名、事務局１名 

  内 容  第１号議案 第４期（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）事業報

告の承認の件 

第２号議案 第４期（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）計算書

類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに

財産目録の承認の件 

          第３号議案 定時評議員会招集の件 

 

   第３回定時評議員会 

     日 時  平成２９年６月６日 みなし決議 

  内 容  第１号議案 第４期（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）事業報

告の承認の件 

第２号議案 第４期（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）計算書

類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに

財産目録の承認の件 
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   理事会 

   日 時  平成３０年２月１６日 18:00～19:25 

   場 所  帝国ホテル大阪 

   出席者  理事９名、監事１名、事務局１名 

     第１号議案 第６期（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）の事業

計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込

みに関する承認の件 

     第２号議案 不動産管理及び債権回収手数料の支払いに関する承認

の件 

 

３ 内部管理体制の整備状況 

（１）内部管理事項 

個人情報の保護・管理については、大阪府総務部法務課の主催するセミナーに事務

局が出席し、「個人情報保護への取り組み方針」やマイナンバーの取扱に関する基本

方針等の指導を受けている。 

  

以上 
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事業報告書の附属明細書 

 

 

  
事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成 

していない。 

 

以上 

 


